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越谷市中心市街地活性化コンテスト事業	 仕様書	 
	 
	 

	 

１．趣旨	 

	 越谷商工会議所では、このたび商業者や民間団体等が策定する活性化プラン（も

のづくり事業とソフト事業）を公募し、書類審査方式で選定された事業に補助金を

交付することで、本市の中心市街地活性化に寄与する取り組みに対して支援を行う

こととします。この事業を通して、皆さまからの新たなアイディアを取り入れ、地

域の気運を醸成し、さまざまな団体との連携や新しい取組みへのきっかけをつくる

ことを目的に当該事業を実施します。	 

	 

	 

	 

２．募集事業	 

下記1～3を全て満たす事業	 

	 

1. 本市の中心市街地(別紙参照)を実施場所とし、当該エリアにおいて商業の活性化
や文化育成等市民活動の活性化気運が高まり、来街者の増加などの一定の効果が

期待できる事業	 (実施場所が越谷市中心市街地ではない場合、事業を実施するこ

とにより中心市街地活性化を促進させる理由を明確にすること。)	 

	 

2. 補助金の交付決定の日以降に開始し、平成29年2月28日までに完了する事業	 
	 

3. 他の補助金の交付対象となっていない事業	 
	 

	 

	 

３．補助内容	 

①補助対象事業	 
	 

1. 中心市街地ものづくりプラン	 	 	 	 	 	 
中心市街地の魅力となり得る新しい商品の開発（製作）	 

	 

2. 中心市街地活性化ソフトプラン	 	 	 
中心市街地を活性化するソフト事業の実施	 

	 

応募者多数の場合、最大3事業を選定し予算の範囲内で分配します。	 

	 



2 
 

	 	 

	 

②補助対象経費	 
	 

補助対象事業の実施にかかる経費のうち、次の経費以外を補助対象とします。	 

	 

・	 補助事業者の経常的な管理運営費	 

・	 補助事業者が自ら使用する飲食費	 

・	 土地及び建物の購入に要する経費、補償費	 

・	 その他中心市街地活性化に係る事業に適さないと認められる経費	 

	 

	 

	 

４．応募方法	 

①応募対象者	 
	 

市内に活動の拠点を有する団体、グループ等(法人化しているか否かを問いません)	 

[具体例]商店会、商店街振興組合、事業協同組合、有志グループ、	 NPO法人、まち

づくり会社、任意の実行委員会、市民団体	 等	 

	 

	 

②応募方法・期間	 
	 

別添「平成28年度越谷市中心市街地活性化コンテスト事業応募申請書」2部を平成28

年8月10日（水）までに、越谷商工会議所まで郵送または持参により提出してくださ

い。(地図、図面、参考資料なども2部提出してください。)	 

[提出先]〒343-0817	 越谷市中町7-17	 越谷商工会議所	 地域振興課（担当	 澤田）	 

	 

	 

	 

応募から補助金交付までの手続き	 
	 

平成28年8月10日（水）	 応募申請書提出締切り	 

平成28年8月25日（木）	 審査結果発表	 

＊	 審査結果発表から1週間以内に交付通知書を送付（交付決定日の通知）	 

＊	 交付決定日から平成29年2月28日（火）までに事業実施と事業実績報告書を提出	 

＊	 事業実績報告書提出後に補助金を交付します。	 

	 



3 
 

	 

	 

	 

	 

５．選定の観点	 

選定審査は以下の６点を重視して行います。	 	 

	 

1	 独創性	 地域ならではの創意工夫はあるか、地域資源を活かしたものか	 

2	 地域貢献	 地域にとって役立つ取組みか、地域の課題やニーズに対応しているか	 

3	 計画性	 明確な目標と目標達成のための具体的計画が立てられているか	 

4	 連携	 商店街や様々な団体との連携が図られているか	 

5	 能力	 事務、会計等の能力があるか、事業を実施できる組織体制か	 

6	 発展性	 補助終了後も発展が期待できるか	 

	 

	 

	 

	 

６．補助事業者の責務等	 

補助事業者は、以下の調査及び報告へ協力してください。	 

	 

1. 	 事業選定委員の現地訪問によるフォローアップ調査への協力	 
2. 	 事業効果測定のためのアンケート調査と参加者数測定への協力	 
3. 	 応募申請時に設定した目標の達成状況の報告	 
4. 	 採択団体同士の意見交換会	 
5. 	 事業成果報告会でのプレゼンテーション	 
6.	 	 TMOサイト（http://www.koshigaya-tmo.org）への事業告知・途中経過・事業

風景・報告書等の掲載協力	 

	 

	 


